
介護支援専門員実務研修
実習受入の流れについて

令和８年２月

兵庫県福祉部高齢政策課

（一社）兵庫県介護支援専門員協会
〔指定研修実施機関：（社福）兵庫県社会福祉協議会 福祉人材研修センター〕

〔見学実習受入協力事業所向け〕
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「新カリキュラム」における実習見直しのねらい

＜実習１＞
「アセスメント及びケアプラン作成実習」
～ひとつの事例についてしっかりと取り組んでケアプランを作成する～

＜実習２＞
「ケアマネジメントプロセスの見学実習」
～複数の利用者の生活の様子を知ることにより、
複数の事例についてケアマネジメントプロセスを経験する～
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特定事業所加算

・中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性
の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している
事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資す
ることを目的とする

・加算要件に追加された実習の受け入れについては、実務研修の質
を高め、ひいては地域全体のケアマネジメントの水準を底上げし
ていくという、加算取得事業所の地域への貢献に大いに期待して
盛り込まれたもの

趣旨を十分にご理解いただき、積極的な実習受け入れに
ご協力をお願いします。
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○特定事業所加算（Ⅰ）〔519単位／月〕
１ 常勤専従の主任介護支援専門員を２名以上配置
２ 常勤専従の介護支援専門員を３名以上配置
３ 中重度の利用者の占める割合が40％以上
４ 法定研修等における実習協力事業所となるなど人材育成への協力体制の整備 

○特定事業所加算（Ⅱ）〔421単位／月〕
１ 常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上配置
２ 常勤専従の介護支援専門員を３名以上配置
３ 法定研修等における実習協力事業所となるなど人材育成への協力体制の整備 

○特定事業所加算（Ⅲ）〔323単位／月〕
１ 常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上配置
２ 常勤専従の介護支援専門員を２名以上配置
３ 法定研修等における実習協力事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

○特定事業所加算（Ａ）〔114単位／月〕
１ 常勤専従の主任介護支援専門員を１名以上配置
２ 常勤専従の介護支援専門員を１名以上配置
３ 専従の介護支援専門を常勤換算方法で１名以上配置
４ 法定研修等における実習協力事業所となるなど人材育成への協力体制の整備

「特定事業所加算受入体制」の算定要件
（令和６年度介護報酬改定による見直し）
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協力事業所は、次の（１）及び（２）に掲げる基準を満たす居
宅介護支援事業所とする。

（１）特定事業所加算の取得要件を満たしていること。

（２）申請の時点で過去５年間に、兵庫県（以下「県」という。）又は市

町が実施する指導監査において、改善勧告を受けたことがないこと。

実習受入協力事業所の登録要件
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赤字部分が一部変更となりました。ご確認ください。



特定事業所加算との関係

①実習受入協力事業所の登録申請
（受入体制が整った事業所⇒県高齢政策課へ）

※市町へ登録通知書を提出する場合、期日の３週間前までに申請してください。

②加算届（介護給付費算定に係る体制等に関する届出
書）を提出
（①が済んだ事業所⇒事業所所在地の各市町担当課へ）

※詳細は各市町ホームページを確認、問い合わせをお願いします

実習受入協力事業所の電子申請については、手引の５・６ページ
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電子申請（兵庫県電子申請システムe-ひょうご）

実務研修見学実習受入協力事業所の各種手続きは
以下の県ホームページをご確認ください。
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例年の見学実習に関するスケジュールについて

１１月下旬 介護支援専門員実務研修受講試験合格発表

１月上旬 実務研修前期日程開始（福祉人材研修センター）

３月上旬 実務研修前期日程終了

５月～ 実務研修後期２日目開始 実習振り返り

＜実務研修見学実習実施＞
※実習生は、「見学実習受入協力事業所一覧」をもとに、 各自で実習を
希望する受入協力事業所に連絡・調整

３日以上かつ15時間以上（実習生と受入協力事業所で調整）
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ケアマネジメントプロセスの見学実習概要

【目的】

介護支援専門員が行う、一連のケアマネジメントプロセスを同行・見学し経
験。実践にあたっての留意点や今後の学習課題等を認識する。

【内容】
①インテーク、②アセスメント、③プランニング、④サービス担当者会議、
⑤モニタリング、⑥給付管理、⑦地域ケア会議の７場面の説明・見学実習

【実習先】
見学実習受入協力事業所として登録されている居宅介護支援事業所
 ※施設、地域包括支援センターは、実習先に含みません。

9



ケアマネジメントプロセスの見学実習概要

【受入人数】
１事業所あたり１～３名程度を想定 （実務研修の受講者数によります）

【実習担当者】
主任介護支援専門員
（実務実習受入協力事業所 「新規登録・再登録」、「登録変更」による
登録のとおり実施してください。）

【実習オリエンテーション】

実習生は前期研修で受講。目的、実施方法、心構え、注意事項等につい
て説明を受ける。また、兵庫県作成の「見学実習受入協力事業所一覧」
が案内される。

積極的な実習受け入れにご協力をお願いします。
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・実習生１人あたり３,０００円（県実習実施要領に規定）
※振込手数料が発生する場合は、別途実習生負担

見学実習費の徴収

実習生は、実習ノート「実習費の納付確認用紙」に領収書を添付し、研
修実施機関（福祉人材研修センター）に提出。
領収書の記載漏れがないようにお願いいたします。

留意事項

県高齢政策課が発行する受入協力事業所登録決定通知書は、指導・
監査の際に検査対象となります。
紛失することのないよう各事業所にて大切に保管しておいてくださ
い（再発行はできません。）

11

※見学実習費については、原則として課税取引と考えられますが、詳しくは税務署、

税理士等にお問い合わせください。



実習を担当する介護支援専門員について

見学実習において実習担当者として指導を行った実績は、
主任介護支援専門員更新研修の受講要件の１つとして認めら
れます。

実習期間中、実習生の持参する実習ノートの「見学実習実施
確認書（実習担当者記入用）」に実習担当者を漏れ無く記載
してください。

実習担当証明書発行申請の際に写しの提出を求めますので、
必ず事業所側で漏れのない最終版の写しを保管してください。
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実習担当証明書の手続きについては、
以下の県ホームページをご確認ください。

実習を担当する介護支援専門員について
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その他

実務研修は、県が指定する研修実施機関として
「兵庫県社会福祉協議会 福祉人材研修センター」が実施しますが、
福祉人材研修センターでは、実習生と受入協力事業所のマッチングや
コーディネート等は一切行いません。あらかじめご了承願います。

【問合せ先】
兵庫県 高齢政策課 企画調整班
メールアドレス：koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
※メールでお問合せください。
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